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第２次糸島市長期総合計画後期基本計画

策定方針（概要）

2024.6.16

糸島市 経営戦略部 企画秘書課



長期総合計画とは・・・

● 市の最上位計画（まちづくりを進めるための羅針盤）

● 計画に基づいて、政策・施策を展開

● 市民のみなさまと、まちづくりの方向性や将来像を共有
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★ 今回作成する計画



計画策定の趣旨

● 第２次糸島市長期総合計画を令和３年４月にスタート

● 市民が安心して住み続けたいと思えるまちづくりへの取組

● 令和７年度で長期総合計画前期基本計画の期間終了

● 基本構想で定める“まちの将来像”の実現に向け、後期基本計画
（令和８年度から令和12年度）を策定
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人とまちの魅力が輝く 豊かさ実感都市 いとしま

まちの将来像

★ VUCAの（予測不能な）時代 ★ ウェルビーイングの概念 ★ 共創への進化

★ 人材資本経営 ★ 外国人の増加 ★ ＳＤＧｓ未来都市

情勢変化のキーワード



基本構想と後期基本計画
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● 基本構想（期間：10年）で将来人口を設定

● 将来人口：104,000人（令和12年度時点）

● 令和６年３月末時点の人口：103,655人

● 人口の推移・今後の区画整理事業等を踏まえ、再推計

令和12年度時点：106,000人

基本構想の将来人口部分のみを変更
104,000人 ➡ 106,000人



後期基本計画の基軸
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ブランド戦略 移住・定住の取組 各種取組

◆ 全国からの注目・脚光 ◆ 住みたいまちランキングで上位獲得

◎ 糸島ブランドの認知向上 ◎ 観光客の増加 ◎ 人口の増加傾向

◎ 地域経済への好影響

◎ 地域の活性化

◎ 税収の増

△ オーバーツーリズム

△ 安心した生活への脅威

△ 地域のつながりの希薄化

【これまでの取組】

一方で・・・



後期基本計画の基軸
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基軸１：市民真ん中施策の展開

「住むだけでの場所」ではなく、安心して充実した生活を送

ることができる「暮らす場所」として、“糸島で暮らす幸せ”が

実感できること

今いる市民を真ん中

に据えた施策の展開

市民が“糸島で

暮らす幸せ“を実感



後期基本計画の基軸
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基軸２：共創によるまちづくり

“糸島”のブランド力を最大限に生かし、多様なステークホ

ルダーのノウハウや資金、人材、社会貢献、スピードなどをま

ちづくりに発揮してもらい、“共創”によるまちづくりを進める

協働のまちづくり（イメージ）

まちづくりへ
の参画①

まちづくりへ
の参画②

役割分担 共創

イベントに参加 運営ボランティアとして参加 実行委員会等への参加 新たなイベントをゼロベース
から共に創り上げる

（例）



共創チャレンジの設定
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【現状】

➢ “糸島で暮らす幸せ”の指標となる「市民満足度」が上昇していない分野がある

➢ 市の施策や事業等だけでは、市民が“糸島で暮らす幸せ”を実感できるところま

では手が届ききれていない

共創チャレンジの設定
【共創チャレンジ】

市民が“糸島で暮らす幸せ”を実感できていない分野について、課題と理想を整理
し、関係するステークホルダーで、ゼロベースで対話・協議を進め、アクションを立案・
実践し、改善を重ねながら、課題解決から理想の実現を図っていく

課題
（手が届ききれていない）

理想
（安心できる生活・幸せの実感）

アクション

ステークホルダー（市民・民間企業・大学・NPO・市など）でアクションを立案・実践



長期総合計画の構成イメージ
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市民参画による検討（検討体制）

10

● ３つの外部組織（会議体）からの意見・アイデア等の聴取

● 各会議体で役割分担

▶ 中学生以上の市民（通勤・通学者を含
む）により構成

▶ ６つの基本目標・21の政策に基づく施
策・主な取組について、市民目線により
検討・検証

▶ 共創チャレンジに係る検討・検証

まちづくり市民委員会

▶ 行政経営戦略の専門的組織（市の附
属機関）

▶ 行政経営戦略の施策・主な取組について、
専門的な見地から検証・審議

▶ 目標達成指標の検討・審議

▶ 総合計画に関する専門的組織（市の附
属機関）

▶ 基本構想の将来人口に関する審議

▶ まちづくり市民委員会・行政改革推進委
員会の検討・審議内容を踏まえ、後期基
本計画を審議

行政改革推進委員会

総合計画審議会



市民参画による検討（協議の的の明確化）
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● 基本構想（10年間）については、策定時に幅広い市民ニーズ等を反映

● 今回作成する後期基本計画は、基本構想を実現するための施策や主な取組を
検討・協議

● 検討・協議の的を絞ることで、効率的な議論を進めていく

そのため・・・

※ 市が作成したものはあくまで「たたき台」であり、決定しているものではありません

また、みなさまの意見やアイデアの提出を妨げるものでもありません

積極的な議論による意見・アイデアの提示をお願いします

市（の役割） まちづくり市民委員会（の役割）

後期基本計画（たたき台）の作成 （たたき台）に対する意見、アイデアを提出



まちづくり市民委員会の今後のスケジュール
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日時 協議・検討内容 会場

令和６年６月16日（日）
14時～16時

● スタートアップワークショップ

● 後期基本計画策定方針等の説明

糸島市役所 １階
市民ホール

令和６年８月17日（土）
14時～16時

● 基本目標１・２・３に関する「施策」「主な取組」
の検討

糸島市役所 １階
市民ホール

令和６年９月28日（土）
14時～16時

● 基本目標４・５・６に関する「施策」「主な取組」
の検討」

糸島市役所 １階
市民ホール

令和６年12月15日（日）
14時～16時

● 共創チャレンジに関する検討
糸島市役所 １階
市民ホール

令和７年３月１日（土）
14時～16時

● 検討内容を踏まえた後期基本計画（案）の確認
糸島市役所 １階
市民ホール



今後のスケジュール（予定）
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● まちづくり市民委員会、行政改革推進委員会、総合計画審議会と
連携し、後期基本計画（案）の作成

令和６年度

● パブリックコメントによる意見聴取

● 最終調整、後期基本計画（案）の決定

● 議会への上程・議決

令和７年度

● 基本構想の実現に向け、後期基本計画に基づく取組の開始

● 取組の検証・改善

令和８年度～



ご清聴ありがとうございました

14

貴重なご意見、アイデアをよろしくお願いします


